
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  計上基準が違う場合の消費税の取扱い            

Ｑ：消費税の税率が４月から変わりますが、

３月末前後の取引で、売り先と買い先で収

益・費用の計上基準が違う場合は、どのよう

な取扱いをすればいいのでしょうか？ 

                                              

Ａ：３月末までに行った課税資産の譲渡等

については、旧消費税法の規定に基づいて仕

入れ税額控除を行います。 

【解説】 

お尋ねは、たとえば、売り先が出荷基準で

３月31日までに旧税率によって出荷したけれ

ども、買い先が検収基準で仕入計上をしてい

る場合はどうするかということだと思います。 

こちらは５％で計上しているけど、相手方

は８％で計上していいのか、そして、それが

いいのであればその差額はどう処理するのか

ということだろうと思いますが、新消費税法

は、経過措置が適用される場合を除き、施行

日以後に行われる資産の譲渡等及び課税仕入

等について適用されます。 

したがいまして、施行日前(３月31日以前)

に行った課税資産の譲渡等にかかるものにつ

きましては４月に受け入れたものであっても、

旧消費税法の規定に基づいて仕入税額控除の

計算を行うことになりますので、５％で計上

することになります。 

売り先が５％であれば、買い先も５％にな

るということです。  
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